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::
吾
人
ば
最
古
希
伯
來
傅
說

0.
霧
を
通
じ
て
、メ
ソ
。ホタ
ミ
ァ
の
谿
谷
に
：於て
、人

1:
1
の
增
加
と 

收
益
の
そ
れ

€

の
不
權

.衡
：か
ら
生
じ
た
一
種
の
闘
爭
の
存
狂
を
察
知
す
る

:'
:
;こビ
が
出
來
る

o 

ア
ブ
ラ
ム
の

.一
族
は
其
の
：國
を
出
で
、其
の

::
親
族
に
別
れ
、邦
の
父
の
家
を
離
れ
て
刺
の
彼
れ
に 

示
す
可
き
歡
り
多
き
未
知
の
地
の
求
め

V

漂
浪
の
旅
に
出
セ
た
。

';
-先
づ

;;
ヵ
ナ
シ
の
地
に
至
れ 

る
彼
れ

^
興
の

1

行
は
べ

7*
ル
の
來
山
に
移
つ
た
が

§1
僅
は
彼
れ
等
を
驅
つ
て
ェ
ジ
ブ
ト
に 

ド
ら
し
め
た

。K

 •

フ
ラ

、ノ
ム(

ア
ブ
ラ
ム
の
後
の
名

)

は

K
の
流
®
ビ
芮
雛
の
長
日
月
を
通
じ
て 

其
の
宗
敎
的
信
仰
を
失
は

' な
か
つ
た
。

神
は
彼
れ
に
顯
れ
て
言
ふ
、我
れ
は
全
能
の
刺
な

;?
)、汝 

我
.
.が；前
に
步
み
て
影

^
か
れ

.ょ
と
。

/( 「

創
世
記

」

齡
十
七
：章

.第
一
節
、

彼
れ
：；は

K
の
單
純

な
る

宗 

敎
坶
想
に
よ
つ
て
生
活
の
煩
勞
ビ
苦
闘
ビ
に
對
し
て
健
實
な
る
解
釋
を
下
す
左
が
出
來
た
。

希
；伯
來
人
の
社
會
思

.想
は
其
の
圏
體
的
芦
難
か
ら
生
れ
出
で
た
も
の
で
：あ
る
。：
彼
れ
等
の
同 

胞
の
幸
福
を
念

vj

す
る
は
彼
れ
等
が
信
條
の
要
鄹
で
あ
つ
た
。
エ
ジ

V

ト
人
は
ィ
ス
-フエ
ル 

の
子
孫
を
奴
隸
ビ
し
て
、精
ん
ど
何
等

:0
支
拂
ひ
を
も
行
ふ
こ
と
な
く
、畏
時
間
一
に
瓦

6,て
駿
し 

き
勞
作
ミ
辛
き
力
役
と

'を
，課
し
た
。
敗

び

田

圃

の

諸

勞

役

な

ど

が

是

れ

で

あ

つ

た 

重
荷
；を
負
へ
る
典
の
同
胞
の

一

人
が
エ
ジ
ブ
ト
人
に
打
擲
せ
ら

る

.

は

一

擊
の
下
に
之
れ
を
製
し
て
沙
中
に
埋
め
た
。

モ

1

セ
は
此
の
椿
事
を
聞
き
て
彼
れ
の
命

を
求
む
る
エ
フ
ジ

ト

王
の
面
を
避
け
て
ミ
デ
ア
ン
の
地
に
逃
れ

たV

 

(「

出
埃
及

記」

第
一一

章
第
卜 

1
—

十
五
節

)

。
 

：：

：：

モ
！
セ
は
ミ
デ
ァ
ン
に
於
て
其
の
同
胞
の
蒙
れ
る
經
濟
的
及
び
社
會
的
不
正
に
就
い
て
熟 

犯
し
た
。

モ

ー

セ
が

®

野
の
：奥
に
分
け
入
つ
て
神
の
山
亦
レ
ブ
に
至
り
た
る
時
、火
に
然
え
て 

而
？も
燃
け
ざ
る
柴
の
！中
よ
り
神
は
，

1

セ
を
呼
ぶ
。

「

我
れ
洵
.にエ
ジ
ブ
ト
に
居
る
我
が
民
の 

苦
缉
を

;視
、又
た
彼
れ

#

が

M

論

®!
都
の
故
を
も
て

E

ぶ
所
の
聲
を
聞
け
り
。
一
我
れ
彼
れ
等 

の
：
，*
苦
を
知
る
な

 

>
。

我
れ
；降

6

て、彼
れ
等
を
ユ
ジ

グ

ト
人
の
手
よ

&

救
ひ
出
し
、之
れ
を
歡 

の
地
よ
り
導
き
上

6
'て
、善
き
廣
き
地
、乳
ど
蜜
ビ
の
流
る
、
地
、即
ち

.力
ナ
ン
人
、へ
ク
人
、ア
モ
リ 

:
'擊
七
猞

(

ミ
こ

:
論

m
.
.
.
嵆
約
翁

U
現
れ
；る
社
直
想 

：
第

1號

三

一
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全
％

税
れ
る
社1

想 

第

一

號

H
一
ー 

、
、ペ
リ
ジ
久
、ヒ
ビ
人

^

ブ
ス
人
の
居
名
處
に
绝
ら
し
め

ん

ビ
す

-'
0

今
ィ

ス
ラ

工

A

の
子
孫
の 

、我
れ
に
逄
る
、我
れ
文
れ
キ
ジ

K

ト
人
が
彼
れ
等
を
苦
し
む
る
其
の
暴
檔
を
嵬
た

t

然 

ら
ば
來
れ
、我
れ
汝
を
パ
ロ
に
遺
し
、汝
を
し
て
我
が
民
ィ

>

ラ：土>

の
子
孫
を
チ
ジ
ブ
ト
ょ

b

導
♦
出
さ
し
め
ん

」

ビ
。；
同
第

1
1

ー
章
第

1

丨
十
猶

)

。

:
神

H

ホ
パ
の
現
前
ビ
威
力
ビ
契
約
-とに
與
氣
を
得
て
モ

1

セはユシフノ齡つナ乇 

丨
セ
と
ァ

-

W

は

-

ジ
ブ
ト
王
に
向
つ
て
、ベ
ブ
ル
の
民
を
し
て
其
の
神
の
爲
め
に
嘯
野

 ̂

t

v
 

0

 

0

VJ

捧
げ
し
む
可
き
こ
ヒ
を
說
く
。
然
も
怒
れ
る
主
は
却
つ
て
人
民
の
エ
提
及
び 

有
司
に
向
ひ
て
從
前
の
如
く
、彼
れ
等
に
奪
耳
を
造
る
禾
稈
を
與
ふ
る
こ

S

な
く
、彼
れ
等
を
し 

て
主

&

て
.自
ら
禾
鞀
を
集
め
し
め
、而

も

W

ほ
従
前
に
#
し
き
數
の
甎
瓦
を
製
造
せ
し
む
可
き 

を
.命
じ
，た。
而
し
て
勞
作
者
等
が
货
擔

.の
®
®
:
を
叫
ぶ
や
、王
は
彼
れ
等
を

^

ぅ
辱
め
て
云
ふ 

r

汝
镣
は
懶
惰
し
懶
惰
し
を
。
比
の

«

惱
は

1

層

«

の
大
を
加
へ
た
。
而
も
終
に
邪
と
モ
ー
セ
 

ビ
は

—

.ス
ラ
ユ
パ
の
子
孫
を

^

ジ
ブ
ト
人
の
暴
政
の
下
ょ
り
檇
き
出
し
、其
の
苦
役
を
免
れ
し

^

た
。;:
{「

出
埃
及
記

」

第
五
、六

$

入
間
社
會
の
始
：：初
に
任
っ

.
て
ば
個

_

人

：
は

：
個

人

ビ

^

て
自
己
若

.

し
べ
，は

0

 

r

u

の
不
虻
を

3

の

同
胞

0

を
れ
ょ
令
意
識
的
に
區
別
す
る
こ
く
が
な
か
つ
た
。
換
言
す
れ
ば
、彼
れ
は
完
全
に
興 

0

:
社
：會
的
周

11
1

ビ
.
融
合
し
て
居

'
つ
た

0

彼
れ
は
寧
に
彼
：れ
を
創
生
せ
る
社
會
の
裡
に
、乂
た
社 

會
の
爲
め
に
生
き
た
。

,

自
足
經
濟
：時
代
に
於
け
：：る
最
初
の
社
會
的
經
濟
的
團
體
は
氏
族
で
あ 

,っ
.
た
:;
0

同
一
の
刺
を
有
し
、同
一
の
祖
先
を
有
し
、冏

1

の
墳
慕
を

«:
し
、间
一
:の
言
語
習
慣
風
俗
パ 

を
有
す
る
人
類
は
、

®

だ
に
，
.心
理
的
に
一
極
の
同
：情
を
有
し
て
一
致
圓
結
せ

'.
ん
ど
す
る
，の
傾
向 

あ
'
る
の
み
な
ら
す
、當
時
に
在
つ
て
は
一
個
人
の
生
產
能
力
は
頗
る
微
弱
で
あ
つ
た
が

.
故
に
、少 

し
く

.
重
：大
な
る
事
業
を
行
は
ん
が
爲
め

K
は
多
数
共
同
し
て
之
れ
に
當
る
こ
年
が
な
か
つ
た 

な
ら
ば
、之
れ
を
完
成
す
る
こ
ヒ
を
：得
な
か
つ
た
の
で
あ
る

,0
,
從
つ
て
全
生
活
、全
勞
作
、全
享
樂
、
 

全
：支

配

は

悉
く
皆
な
共
同
で
あ
，つ
た
。
個
人
的
：利

®

ビ
個

A

的
财
產

-

は
_
知
の
も
の
で
あ 

つ
^

。
個
人
は
完
全
に
氏
族
若
し
く
は
種
族
の
中
に
溶
け
込
ん
で
ゐ
た
。
然
し
な
が
ら
、人
間
：
 

社
：會
の
：第
一
階
段

♦か
.種
々
な
る
.親
近
の
程
度
に
於
け
る
血
族
團
鳄
を
基
礎
と
し
て
成
立
せ
る 

.の
事
食
は
即
ち
一
樹
の
：徘
他
、對
抗
を
意

^

す
：る
も
の
で
あ
つ
た

9

M

れ
等
の
圆
體
は
內
に

0

 

し
て
は
平
和

M

體
で
あ
る

^

同
時
紀
、外
に
對
し
て
ぼ
杭

#

園
體
で
あ
：つ

;
た
。
與
鄕
に
流
鹆
せ 

る
へ
：ブ
ル
民
族
は

^

:
の
抑
滕
者
た
り
摊
取
者
た

_
る
：他
の
民
族
と
の

#

鬪
に
由
つ
て

M

ら
に
興

.

,

第
十
七
卷
：

(

三
.

一】j > 

.論

0

盗
約
全
沓LL .

現
れ
る
社
皙
姐
想 

笫
ー
號 

a
H
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凝
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三四 
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論
'
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第
1

號 

H

西
 

の
團
體
的
觀
念
を
强

.

固
な
ら
し
め
た
の
で
あ
-る

0

エ
ホ
パ
は
惟
り
彼
れ
等
の
神
、へ
ブ
ル
人
の 

神
で
あ
つ
た
。

エ
ホ
ベ
は
砂
漠
の
神
、炎
熱
の
神
、烈
火
の
：神
、外
に
對
し
て
は
軍
神
、內
に
在
つ
て 

:

は
_

族
_

的
團
結
の

.

守
課
神
で
あ

0

"

$

:;'
■:'■
:
.
:.:'•.
.;;
:
::
.
y 

:::
,
::
:

:.: 

:

北
ァ
ラ
ビ
ャ
及
び

M
,
チ
ジ
ブ
ト
の

m
原
ょ

b
出
で
た
る
遊
牧
民
の
鮮
れ
が
力
ナ
ン
の
地
を 

侵
略
し
た
の
は
紀
元
前
第
十
二
世
紀
の
乙
す
で
あ
つ
た
。
力
ナ
ン
人
は
へ
ブ
ル
人
に
比
し
て 

文
明
の
程
：度
遥
か
忙
高
；

&
も
.：の：：で
あ
り
れ
。

力
ナ
ン
の
文
明
は
種
族
的
組
織
の
時
代
を
去
る 

こ
ビ
狻
く
、都
市
に
は
商
業
行
は
れ
、私
有
財
産
は
一
切
の
物
に
對
し
て
認
め
ら
れ
て
居
つ
た
。

勝
利
考
の
地
位
に
立
て
る
漂
浪
の
未
開
民
ば
油
®
に
ょ
つ
て
征
服
し
た
る
土
地
を
種
族
の
間 

I:
:分
ち
、種
族
は
亦
た
之
れ
を
丼
の
家
族
の
へ
間
に
分
づ
た

” 

土
地
.の
個
人
所
有
權
は
初
め
锻
れ 

等
に
取
つ
て
は
未
知
の
も
の
で
あ
つ
れ
。
諸
機
族
は
分
配
せ
ら
れ
た
る
土
地
を
以
て
共
同
の 

占
有
物
ビ
看
做
し
、家
族
は
其
の
種
族
の
利
益
の

:®
め

_に
苏
の

"土
地
を
保

#
し
た
。
漂
浪
遊
牧 

の
民
：は
愛
に
定
住
し

V

農
耕
：の

K
 V

化
し
お
の
で
あ
る
が
、彼
れ
等
が
初
め
て
豐
饒
な
る
ヵ
ナ 

ン
の
：地
の
耕
作
に
著
手
し
た
る
當

.時
に
在
り
て
は
、土
地
■保
有
權
に
對
す
る
峻
嚴
に
し
て
繁
多

な
る
制
限
の
爲
め
に
：農

_

の
進
：步
は
著
し
く
阻
害
せ

&.
れ
た

4

0 -
形
跡

♦か
如
る
、
肌
も
時
代

. 

.

.

.

.

.

.

:

.

-

.

.

.

.

.

.

 

;
•

 

:

 

■

の
趨
勢
は
終
に
所
有
權

'
の
：：

發

達

を

促n

な
け
れ
ば
已
：まな

.か
っ
た

U

半
ば
は
不
斷
の
占

^

^

.

.

.

.

.

.

 

. 

.

.

.

.

.

.

.

:

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

個

，
別

：
的
：
耕

作

及
'び
享
有
の
，結
果
、じし
て
、又
ね
年
ば
は

力
ナ
ン
文
明
の

.影
響
せ

.る
結
果

y
j

し
て
、
 

へ
ブ
ル
：人
の
家
族
は

'其
：の
所
顧
を
以
て
彼
れ
等
の
完
ン
全
な
る
所
得

^
Tfr
做
す
の
風
を
馴
致
し 

た

0
.
.で
あ
，る
。

然

し

な

が

ら

、當
：時

R

於
け
る
家
族
財
産
は
讓
渡
し
得
可
ら
ざ
る
も
の
で
あ
つ 

て
、
.ィ
：ス

n
v

 H

ル
の
子
孫
は
铎
々
考
な

.其

0

父
祖
の
，所
有

|權
を
檝
承
す
可
さ
も
の
で
あ
っ
た
。

SR:

系
の
絕

1

た
る
場
合
に
は
女
子

.を
し
て
之
れ
を
相
續
せ
、し
む
可
き
も
の
：

■で
：あ
；る
が
、女

子

は 

惟
：ぅ

其

.の
同
族
中
に
於
て
の
み
配
偶
者
を
，規
ぶ
の
權
利
を
有
し
、同
族

(

謂
ゆ
る
其
の

『

父
祖
の
支 

派
の
家

J)

以
外
の
も
の

w

結
婚
す
る
こ

.と
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。へ
斯
く
の
如
き
ユ

H

リ
コ

... 

.

.

.

.

y-4 

ミり 

.

.

. 

I

に
、對
す
る
ヨ
ル
ダ
ン

」

の：邊
な
る
モ
ア
ブ
の

.

^

亦\

が
モ

1

セ
に
曲
り
て
ィ
ス
ラ 

エ
グ
の
子
孫
に
命
じ
た

る
命
令
と

#

法
ビ
の
一
で
：あ
る
。

{

「

民
數
紀

.略』

第
三
十
六
章

)

。
而
し
て 

不

»

«
遺
赠
の
權
は
原
始
的
法
理
の
承
認
せ
ざ
り
し
所
で
あ
っ
て
、後
^
军
っ
て
單
に
凡
ゆ
る

親
；族
が
死
滅
し
て
其
の

.，相

«

者
：を
：發
見
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
場
合
©
み
に
限
づ
て
之
れ
を
認

-

-

 

:

.

.
.

 

.

::

.

.

.

.

.

め

fs
る
も
の
で
あ
る

o

.
,
,
0 

. 

.
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■
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^
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三
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論
:
說
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約
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れ
る
社
直
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第
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然
し
な
が
ら
家
族
苕
し
く
ば
純
族
財
產
の
ー
制
度
は
固
ょ

> :
永
遠
に
持
續
す
可
き
も
の
で
は 

な
い
。

ィ
ス
ラ
千
ル
：民
，族

I

も
亦
た
：

一

般
所
有
權
發
達
の
例
に
漏
れ
ず
、時
代
の
進
み
に
伴 

て
_

/:
.
:所
有
權
の
制
■度
を
採
る
に
至
つ
た
も
の
で
あ
る
グ
賣
却
及
び
抵
常
は
舊
時
の
經
濟 

的
：平
，等

を

脅

か

し

喊
 

て
純
，一
な
り
し
社
會
に
生
じ
れ
。
而
も
個
人 

財
，.產
權
が
繁
盼
な
る

'基
：礎

'の
i

に
建
設
せ
ら
れ
た
る
後
ど
雖
も
、敬
虔
な
る
^
敎
的
精
舯
を
有

し
、且
つ

: 'j

方
に
剛
放
熾
烈
な

る

天
分
を
享
有
す
，る
こ
と
豊
か
な
る
も
、他
方
に
愼
重
細
心
な
る

-

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

■

 

•

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

性
質
を
失
は
ざ

る

彼
れ
等
民
，，族.

は
一
般
貧
民
の
利
益
を
尊
重
し
、弱
者
を
；保
誰
し
、彼
れ
.等
の
運 

命
を
緩
和
す
る
を
以
：

H
:

目
的
と
做
せ
る
諸
般
の
神
法
的
規
定

.

を
認
め
:

て
ゐ
た
。
橄
欖
樹
は
：苒 

び
振
り
落
す
可
ら
す
、

®

萄
園
は
與
び
摘
み
取
る
可
ら
ヤ
、又
た
櫳

11
1

に
殘
れ
る
麥
の
株
は
刈
り 

取
：る
可
ら
す
、残
り
た
る
，も
，の
、落
ち

^

.

る
も
の
は

|

總
べ
て
*

婦
ど
孤
^
ビ
旅
客
ビ
に
屬
す
る
の 

で
あ
る
。
隣
人
の
菊
：萄
園
を
過
ぎ
、若
し

く
I I

隣
人
の
«

圃
に
'

至
る
の
時
、吾
人
、は
意
の
儘
に
其 

の
®

萄
を
飽
食
し
、又
た
は
其
の
手
を
以
：て
麥
の
穂
を
摘
み
食
ふ
こ
，ビ
を
許
さ
れ
て
ゐ

.

る
。
唯 

だ
^

"

の
'

屮
に
艰
實
を
：取

&

入
れ
、録
を
麥

.

画
に
入
る

:：
、
乙
ビ
を
禁
せ
ら
る
、
の

: ,

み
で
あ
る
。

(
r

中 

#
藝

T

一
 
十
三
章
飨

-
十
四

$
節)

。
±
地

- 0

所
袍
者
は
六
ヶ
年
の
間

芩
の
土
地
の
上
に
播
领

パ

I

I

i泣"謂
：̂
:
:
:
!
^
^
^
.
;
^
^
^
^

W-
m 、 *

し
、收
獲
す
る
の
權
利
を
有
す
る
も
の

で
あ
る

が
、七
年
目
に
は

必
ず
之
れ
を
休

養
せ

し
め
て
、耕
 

作
，を
'廢

止

し
、而
し
て

同
：年
内

に
土
地
，の
生
產
し
：

た
る

物
は
主

ど
し
て
贫

K
の
權
利

R
属
す
可 

き
も
の

ビ
定
め
ら
れ

て
ゐ
る
？
斯
ぐ

の
如
き
は
惟
ぅ
普
通
の
耕
作
地

.の
み
に

Lb
G-
す

し
て

® 

萄
#
欖
等
の
栽
培
地
も
亦
た
其

「

の
例
ー
に
漏
る
、
乙

€
.が
な
か
つ
た
。

( 「

出
坎
及
記

」

一̂一 
十
三
章 

第

+

1
節

0
' 

- 

M 

:

'
此
の
制
度
は
初
め
土
地
に
の
み
適
用
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
る
が
、

®
が
て
.其の
適
用
の
範 

_
を
擴
張

t
、

「

中
命

E

&

+五
^
第

-
節
以
下
，に

.從
：へ：

ば
、一
切
の
債

«
者
：は
總
ベ
て
七
年

0
每 

に」

其
の
偾
務
者
を
釋
放
す
：可
き
：‘こ
ビ
Iを
命
：せ
ら
る
、
に
至
つ
れ

'0
:
之
れ

R,
s
し
て
例
外
を
成 

す

；
も

，の

は

惟>
9興
國
人
に
：對
す
る
債
務

.で
あ
つ
；た

0
':
1而
し
て

I此
の

「

第
七
年
放
釋
の
卑

J

近
き
を 

理
と
し
て

*
の
貧
し

&
兄
弟
に
對
す
る

®
付
を
拒
否
ず
可
き
も
の
で
.は
な

'い。
茼
第

*

®

o 

「

汝
の

«
.チ
.ホV

の
汝
に

)©
ふ
地
に
於
て
若
し
汝

0
.兄

弟

の

食

し

& 

A汝
の
門
の
中
に
居
ら
ば 

其
の
贫
し

き

兄
弟
に
向
ひ
て
汝
の
，心
を
剛
愎
に
す
る
勿
れ
、又

'/
2
汝
の
乎
を
閉
る
勿
れ
。
必

t 

.汝
の
乎
を
楚
れ
に
開
き
、必

f
典
の
喪
む
る
物
を
之
れ
に
貸
與
へ
て
之
れ
が
乏
し
き
を
補
ふ
可 

，し
。』
(

同
第

七
、八

節)

。
‘「

贫
し
き
，者
は
何
時
ま
で
も
國
に
絕
ゆ
る
こ
ビ
無
か
る
可
け
れ
ば
、我
れ
汝

第
十
七
怨

(

三七)

諭
魏
，
想約金喪ド現れる社會

M
想 

第一雜
 

f
 

,



:
第十

-̂
猞

(

三八)

.論
：
說

'
:;
!花
齡
全
进|-
現
れ
る
社
會
思
想

 

第
一
號
 

三
八 

レ
命
じ
て
輪
ふ
、汝
必
す

：

汝
の

.國
の
中
；
る
汝
：の
兄
弟
の
惱
め
る
者
と
貧
し
き
者
ビ
に
汝
の
手 

を
開
く
可
し

.！(
同
第
十

1,

節)

。
:
之
；れ

¥

者
の
上
に
は
神
の
祝
福
降
る
可
く
、之
れ
を
行
は 

ざ
る
者
，は
與
へ
ら
れ
ざ
る
者
の
訴
へ
に
曲
り
て
罪
を
得
可
き
で
あ
る
。
即
ち
斯
く
の
如
き
刺 

法
の
目
的
と
す
る
所
：，は

®
れ
に
由

.つ
:て
同
民
族
の
.間
に
於
け
る
貧
富
の
隔
絶
を
防
止
せ
ん
と 

す
る
に
在

る
こ
ど

疑

a
な
&

所
で
あ

る
。

::
:
:彼れ
：等

0
間
に
，在
，づ

て

ネ 

雖
も
、決
し
て
無
吿
の
境
涯
に
在
る
も
の
で
は
な
い
。
 

貧
民
は
必
す
日
沒
前

^
:其
の
勞
銀
を
受
く
可
き
も
の
で
ぁ
つ
た
。

( 「

利
未
記

」

第
十
九
章
第
十
三 

節)

C一
 
自
己
の
主
人
を
避
け
て
逃

G
せ
る
被
傭
者
は
之
れ
を
其
の
主
人
に
交
付
す
可
き
も
の
に 

非

f
し
て
、之
れ
を
保

®
給
簑

d
て
；其
の
選
ぶ
所
に
從
つ
て
屈
住
せ
し
む
可
き
こ
ご
を
命
せ
ら 

、
だ
。

申̂
命
記

」

第
二
十
三
章
第
十
五
、六
節

)

。
;「
淨
き
住
居
に
ま
し
：ま
す
神
は
孤
兒
の
父
»
婦 

:

の
：.

鶴
な
る

j
V

故

E「

詩
篇

」

第
六
十
八
篇
第
五
節

)

、
法
は
是
れ
等
へ
の
へ
も

0:
、
保
護
に
意
を
用
ふ

:

る

.;ビ
最
も
大
で
ぁ
つ
た
。

»
婦
の
衣
服
を
：質に
取
つ
て
は
な
ら
な

.い
。
，寡
婦
^
孤
兒
ど
は 

彼
れ

「

等
の
饗
宴
に

.招
：̂
ら

る
.

可
き
も
の
で
ぁ
る
。.特
に
貧
民
の
保
謙
救
助
を
目
的

S
し
て
設 

定
せ
ら
れ
た
る
制
度
は
っ
貧
民
に
對
す
る
什
ご
ビ
稱
せ
ら
れ
た
る
第
二
の
十
分
一
の
徵
收
で
あ

つ
た
。
第

1

の
十
分

I

の
徵
收
は
レ
ビ
人
に
屬
す
る
。
猶
ほ
殘
れ
る
：も
の
は
再
び
十
分

1
を
；
 

徵
せ
ら
れ
る
、而
し
て
最
初
の
二
ヶ
年
間
に
於
て
初
穂
を
神
前
に
®
げ
て
祝
宴
を
張
る
の
用
に 

供
せ
ら
れ

.た
：る
此
の
：第
ニ
の
十
分

〗

の
所
龚
は
第
三
宇
目
に
ば
住
居
內
：に
.於
け
る
饗
宴
の
用 

に
供
せ
ら
：れ
る
、而
し
で
之
れ
に
は
レ
ビ
人
、旅
客
、孤
子
友
び
寡
婦
が
招
せ
ら
れ
る
。

(r

申
命
記

」
第 

十
曲
章
第
ニ
十
八
、九
：節
及
び
第
ニ
士
六
章
第
十
ニ
、三
節

)

。
：
:::
.

.

而
も
斯
く
の
如
き
律
法
的
訓
戒
は
人
民
の
舰
念

U

一
 

致
せ
る
も
の
で
あ
つ
た
-
而
し
て
是 

れ
等
の

(

も
の
、
中
に
表
明
せ
ら
れ
た
る
温

)®
の
精
神
が
ィ
ス
：ラ
モ

バ

人
の
實
生
活
中
に
發
動

し
つ
：A

あ
る
こ

W

は
：此
の
人
：：民

0「

詩
篇

」

及
び

「

箴
言

」

に：ょ
つ
て
明
か
で

あ

る
。
貧
困
者
に
對
す

,
.

.

, 

. 

.

.

.

.

.

. 

.

-.

: 

. 

-

る
"憐
憫
は
正
し

&
ィ
ス
ニ
フ

エ
ル
人
の
性
格
中
に
缺
く
可
ら
ざ
る
特
性
で
あ
る
。

r

正
し
き

者
は 

終
日
邋
み
て
貨
し
與
ふ

」

、

( 「

詩
篇」

第
三
十
七
篇
第
ー
一
十
六
節)

、r

弱

§
人
を
顧

.み
る
者
は
幸

a
な 

同
第
四
.，.十
一
篇
第

r

節
、「

S
み
を
施
し
貸
す

：.
こ

.ど
を
爲
す
者
は
幸

a 
V 

b

」(

同

第

西

十

二

篇

第
 

五
節)

と
云

ふ
が
，
如
き

.は
造
れ
で
，あ

る
。

1£
し
き
人
の
表
象
た
る
神
は
貧
し
き
者

の

父
と

し
て 

現
れ
る

;'
0

之
れ
に
反
し
て
無
慈
悲
は
不
信
心
の
特
色
で

あ
る
。

M

し
.き

者
は

殘

忍
を

以

て
典 

の
憐
憫
と
做
す

/
箴
言

』

第
十
二
章
第
一

I
®

。
：

神
自
身
は

己
れ

を
信
す
る
：者
に
對
し
て
憐
み

の
心 

第
十
七
卷

(

H九T
,

論
：

說
M
 

. 

第J

號

H
A



笫
十
七
卷(

四

論

M
餽
賴
热
約
全
帶
it
現
れ
晶
會
思
想

：
 

「

第
一
號Y

 i
r

四
〇 

深
く
温
良
な
る

♦か
故
に
、父
の
愛
情
を
有
し
、慈
悲
に
滿
つ
。
從
つ
て
貧
し
き
渚
を
虐
ぐ
る
者
は 

典
の
造
ぅ
主
を
侮
る
も
の
で

.あ
彼
れ
；を
尊
ぶ

「

者
は
貧
し
き
者
を
憐
れ
む
者

」

で
あ

る

0 (

同.第
 

+:
四
章

.第
三
十

一
節)
9
:
:
,
其：處

-じ
は

：貧

：

民
：：：

に

對

す

る

：
侮

辱

の

跡

を

看

出

す

，
こ

V

能
は
す
し
て
、却 

つ
.て
；彼
れ
等
は
神
の
寵
迪
最
も
大
な
る
者
，ビ
看
做

3
れ

て

ゐ

る
。
神
は
彼
れ
等
を
保
識
し
、彼 

.を

.保
瞪
し
、彼
れ
等
を

.座
芥
と
表
土
ビ
ょ
む

-上
げ
、諸
候
ビ
共
に
座
せ
し
む
る
。

( 「

諸

.篇』

第
百
十
三 

れ
等
の
權

.利
篇
第
七
節

)

:0
.而し

..
て
慈
愛
深
き
神

_

は
報
酬

W

し
て
人
類
ょ
$
愛
情
を
製
求
す

る

o 

正
直
仁
慈
な
る
行
爲
ば

.犧
牲
に
，勝

&
て
神
を
喜
ば
し
む
る
も
の
で
あ
る
。

『

我
が
悅
ぶ
所
の
斷

食
は
惡
の
繩
を
ほ
ど
き
、

fa
の
綱
：を
解
：き
、虐

げ

ら

る

>

*

を
’放
ち
去
ら
し
め
、總
ベ
て
の
軛
を
折

.

.

:■
.
 

. 

•

•

.

-

. 

.

.

.

. 

.

. 

' 

.

る
な
ど
の
寒
に
非
ず
や
。
又
：相
飢

k
た
る
者
に
汝
の
麵
包
を
分
ち
與

'へ、漂
へ
る
貧
し
き
者
を 

汝
の
象
に
入
れ
、裸

^
る
も
の
を
：晃
て
之
れ
に
着
せ
、己
が
.骨
肉
に
身
を
る
な
ど
の
事
に

非
す
や

」

。f

以
塞
取
書

」

第
五
十
八
章
第
六
、七

®

0G
e
r
h
a
r
d

 u
h
l
h
o
r
n
，̂

 

in the 

A
n
c
i
e
n
t

:
: 

.

.

.

.
 

.

 

.

.

.

Ghcrclv>3, lirans., 

ICO
8
3, Kp. 44~47.)o

;:
加
；之
な
ら

.ず
、其
處
：に
は
亦
た
安

a
年
の
制
：著

並

ん

で

謂

ゆ

彡

ョ

ベ
ル
の
年
の
制
度
が
規 

定
せ
ら
れ
て
居
っ
た
。：

『

汝
安
息
の
年
を
七
次
數
ふ
可
し
。

是
れ

W
ち

七

年

?:
七
同
數
ふ
る
な

6
^
0 

.
'

安
息
の
年
七
次
.の

[1
3
は
即
ち
四
十
九
年
な

‘ t

:
七
月
の
十
日
に
汝
喇

!K
:の
聲
を
鳴
り
渡 

ら

L
む
可
し
。

即
ち
賊

.罪
の
日
に
.汝

等

國

の

中

に

#
く
.喇
机
を
吹

|き
«:
^
さ
し
め
、勘
く
て
其 

の
第
五
+
年
を
聖
め

、'®
中

の

一

切
の
人
说
，に
宣
れ
示
す
可
し

。
，li
t
の

年
は
^
等
に
は

H
，ベ
ル 

の
.年

な

b
。

汝
等
各
令
其
；の
產
業
に

‘歸
；る

.可
し
。

汝
の

_
に
物
を
賣
り
、又
た
，は
汝
の
隣
の
手 

ょ

6
物
を
買
ふ
時
は

.汝
等
互
に
栩
欺

く

可
ら
す
。
ョべ

 

> 
の
後
の
年
の
數
に
從
ひ
て
汝
其
の 

隣
ょ

b
買
ふ
こ
ビ
を

.爲
す
可

.し
0

:彼
れ
も
亦
た
，其
の
：果
を
得
可

_
年
の
數
に
：從
ひ
て
钦
に
賣 

る

t
ビ；を
爲
す
可
き
な

i

年
の
數
多
き
時
は
汝
其
の
個
を
增
し
、年
の
數
少
な
き
時
は
汝
其 

の
値
を
減
す
可
し
。

.

.

.

即
ち
彼
れ
其
の
果
の
多
少
に
從

CA
て
是
れ
を
汝
に
賣
る
可
き
な

h
v
^
說 

ヵ

.れ
*
る

?
永

WL
J第
一
一
十
五

.章
第
八
節
以
下
の
規
定
は
是
れ
で
あ
る
。

へ
、、
フ
ル
の
立
法
者
は 

是
れ
に

®
つ

て

不

平

；等

：
な

る

富

の

，發

_
を
禁
止
し
、古
來
の
社
會
制
度
た
る
家
族
.及
び
種
族
财 

產
の
制
度
の
全
然
消

.滅
し
去

.

.る
を
防
止
し
、其
の
人
民
を
し
て
.彼
れ
等
の
土
地
に
固
足
せ
し
め 

ん
こ
ビ
を
努
め
た
る
ネ
の
で
あ
る
。：

.

.此の

.制
度
の
行
は
る
、
限
&、土
地
賣
買
は
ニ
種
の
貸
偕 

闕

'係
：以上

.に
出

.づ
る

.こ
と
能
は

.ず(

し
て
其
の

®
格
の
如
&
も
第
五
十
年
節
の
遠
近
に
由
つ
て 

相
違
す
可

&
も
の
：で
あ
つ
た
。

而
し
て
縱
令
ひ
斯
く
の
如
き
土
地
法
は
嘗
て
完
全
に
.行
は
る

:

第
十
七
猞

(

四
ー

.

)

.:

..
論

說

V

菘
約
全
#
に
视
れ
る
社
會
思
想 

笫

1號 
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丨

丨

:

:
第
十
七
怨(

四
ニ
'>
:
:
論
耽
热
約
全
宵

|-
現
れ
ろ
社
會
思
想
：ン

：

.

1

:
:

「

第

一

號

.
四
ニ 

、
己
と
な
か

b
.し
ヒ
す
る
も
、農
民
た
る
彼

S

の
性
質
、商
エ
槳
の
缺
無
、其
の
全
生
活
の
單
純
、
 

殊
に
，又
た
神
に
よ
ぅ
て
總
，

ベ
て
の
人
に
課
せ
ら
れ
た
る

義
務

ど

し
て
勞
作
を
尊
重
す
る
の

習 

慣
は
窮
乏
ビ
赏
裕
と
の
大
な
る
對
立
を
抑
制
し
得
た
の
で
あ
る
。

:
;
、
h;:
リ

：

：
.

:一

卜
然
し
な

M
ら
舊
約
全
齊
に

.現
れ

/2
:る
慈
悲
仁
愛
は
民
族
的
で
あ

.り、法
律
的
で
あ
つ
た
。
眞 

個
の

.慈
善
の
心
髓
た
る
普
遍

&

‘过自
由
ネ
は
ト
未
ぎ
存
在
し
て
居
ら
な
炉
つ
た
。
固
よ
り
ィ
ス 

ラ
エ
ル

^
が
愛
す
可
き
こ
と
を
命
せ
ら
れ
た
る
謂
ゆ
る

r

隣
人

」

を
以
て
單
に
其
の
同
國
人
の
み 

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
ど
說
く
な
ら
ば
、を
は
餘
り
に

〗

偏
狭
な
る
解
釋
を
舊
約
書
に
向
つ
て

I 

下
す
：も
の
で
あ
る

：0r

汝
は
其
の
隣
人
を
愛
し
可
し

」

と
云
ふ
戒
律

•か
ら

「

而
も
汝
の
敵
を
僧
む
可 

し
云
ふ
逆
の
戒
律
を
油
き
出
し
た

^
}し
た
な
ら
ば
、そ
は
洛
利
赛
流
の
解
：釋
で
あ
る
。
之
れ 

に
反
し
て

【

餘
倉

J

は
却
つ
て

「

'y
c

の
.仇
若
し
飢
ぇ
な
ば
，之
れ
に
糧
を
喰
は

せ、
若
し
渴
か
ば
之
れ
に 

水
を
飲
ま
せ
よ
。
汝、斯
く
す
る
は
火
を
之
れ
が
首
に
積
む
な
彡
。
エ
ホ
バ
汝
に
報
ひ
賜
ふ
可 

し」

ど
訓
：ふ
る
。(

同
第
ニ
十
芄
章
第
ニ
十

'ー，、ニ
節

)

:°
:而
し
て
是

^
謂
ゅ
：る

「

仇」

は
民
族
的
の
敵
に 

#
す
む
て
、伽
入
的
の
仇
を
云
ふ
も
の
で

あ
る

•か
故
に
、異
鄕
人
、非
ィ
ス
ラ
エ
，
人

-^
彼
れ
等
が

I '.

m
に
異
鄕
人
で
あ
ヶ
非
ィ
ス
ラ
：エル

人

な
：る
の
理
由
を
以
て
仇
、；

o

看
做

3
る
、
も
の
で
は
な 

か
っ

ft
。
異
鄕
の
居

®
者
'

「

汝
の
門
の
.內
に
居
る
他
國
の
人
し
は
決
し
て
無
隨
利
の
も
の
で
は
な 

か
っ
た
。

『

他
國
の
人
に
も
自
れ
の
國
の

A
に
も
其
の
條
例
は
同

|

な
る
：可
し」

(「

W
數
紀
略

」

第 

九
章
第
十
四
節)

。「

汝
他
國
の
人
を
惱
す
可
ら
す
、又
た
之
れ
を
虐
ぐ
可
ら
ず
、汝
等
も
工
ジ
ブ
ト 

.の

M

k
居
：る時
は

.他
國
の
人
た

.

cs

し
な

.之

( 「

出
埃
及
記

」

第 
一ー

+
ー(

章
第
二
十
一
節
、同

第

ニ

十

. 

三
章
第
九
節

)

。
刈
り
殘
今
の
穀
物

f
遺
穂
ど
が
彼
れ
等
の
爲
め
に
殘
さ
れ
，又
た
彼
れ
等
が
饗 

宴
：，に
招
か
れ
た
る
こ
ビ
は
旣
に
之
れ
を
述
べ

：

た

r ( 「

利
未
記」

第
十
九
章
第
九
節
、同
第
一
一
十
三
章 

第

-十
：ニ
節

‘
命
記j

第
十
四
章
第
二
十
八
、九
：

.節
•同
，
第

.
二

十

六

章

第

十

：
一
、
卞

一

一

節

0
.神
は
又
た 

彼
れ
；等

の

同

K
族

の

如

く

異

鄉

民

を

.待

•.遇
す
，可「

き

t
ビ
を
す
ら
命
す
る
。

「

汝
等
と
共
に

居
る 

他
國
の
人
を
ば
：汝
等
の
中
間

.に
生
れ
た
：る
：者
：の
如
く
し
、己
れ
の
^
<
に
之
れ
を
愛
す
可
し

」

ご 

云
ふ
も
の
即
ち
是
れ
で
あ
る
。，

( 「

利
未
記
第
十
九
章
第
三
十
四
節

0
加
之
な
ら
ず
、奴
隸
も
亦
，た
 

其
の
主

.人
の
殘
忍
と

1)
1

_
と
か
ら
保
護
せ

」

ら
れ
：て
ゐ
た

: '( 「

出
埃
及
記

」

第
こ

十
一
.章
第
二
十
節 

,以

ポ

，參

照0.
ソ
口 

f
ン
は
献
堂
式
，に
於
け
：：る
祈
禱
に
際
し
ィ
ス
ラ

H
;

ル
の
子
孫
な
ら
ざ
る
者 

の
爲
め
に
祈

0
て
ゐ
る
。
尊
敬
に
値
す
る
人
々
ビ
し
て
傅
へ
ら
れ
た
る
メ
ル
キ
セ
デ
ク
及
び 

第
十
七
卷

(

四三
/> 

.雜
說
祐
約
全

#u

視
れ
.る
社
會
淑
想

 

笫
ー
双
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人
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四
四
と

/
論
：

說

: :

鹆
約
_

に
現
れ
る
社
會
思
龈
 

第一

酿

PM
四 

ァ
:■
'■ビ
メ
レ
ノ
ク
ポ
直

の
：：

典
型
；た
る

:'
'ヨ
ブ
ば
孰
れ
も
他
國
人
で
あ
つ
た
。

V

,

ベ
.
:
.

;:

而
も

異
鄕
人
は
全
然
自
國
民
ビ
同
て

9
 

も
の
で
は
な
か
つ
れ

」

其
の

I
I

國 

:人：ょ

.
^

CS

徵
.す
る

Vこ
'
.
^

J
」

を

禁

；：
せ
ぃ
ら

「

れ
..，̂.

る

.一切
，

.の，

.利
子
は
他
國
人
に

.彩
し

.W:

は
■許
^
.
せ
ら
れ 

命

記』

第

二

：
十

三

章

第

十

，九

節

r

他

國
A

0
債
務
は
七
年
目
に
於
て
も
其
の
同
國

A
に
：對
す
る
も 

.:

の
：•く
等
し
く
放
釋
；せ

」

ら
'や

3

V

W:な 

三
節

)

•又
た
彼
れ
等
は
土
地
を
相
績
す 

る
こ
と
を
得
な
か
：つ
た

(

前
項
參
照

)
':
0

两

を
れ
は
同

1

で
は
な
か
つ
た
。，他
國
人
ビ
雜

%-
全
然
神
の
保
»
に
漏
れ
た
る
も
の
で
は
な
い 

が
、而
も
ィ
ス
ラ

H

ル
は
神
の
：子
、神
の

^
ぞ
で
め
る
。

(「

出
埃
及
記

」

第
四
章
第
二
十
二
節

)

。
從
つ 

. 

V
.

彼
れ
等
は
也

.に
比
し
て
卓
越
：せ
：る
特
權

.を
有
す
る
：も
の
で
あ
る
。
舊
約
の
宗
敎
•は
猶
ほ
民 

.

族
の
殼
の
裡
に

©
;さ
/れ
：て
ゐ
た
。
.其
の
社
#
觀
に
チ

 

の
風
が 

缺
け
て
ゐ
た
。
加
之

«:
ら

t'
、エ
ホ
バ
は
其
の
人
民
ヵ
自
己
に

ll
r
服
.す
る
を
條
件
ど
し
て
^
れ
 

等
を
保
識
す
可
き
聖
約

：

を
爲
せ
る
も
の
で
：あ
る
。
彼
れ
等
が
神
法
に
服
從
す
る
正
當
な
る
動 

機
は

、
#
の
神
的
立
法
紫
の
約
諾
，に

對

す
る

#

念
と
其
の
刑
罰
祀
對
す
る
恐
怖
^
で
あ
る

-o「

夫 

れ
順
，
ふ
事
は

0

牲

り、聽
く
事
は
牡
羊

0

脂
に
勝
る
な

b

o

違
逆
は
魔
術
の
罪
の
如
く
、技

:

戾
；は虛
し
き
物
に
仕
ふ
る
如
く
、偶
像
に
仕
ふ
る
が
如
し
。
汝
ユ
ホ
パ
の
言
を
棄
て
た
る
に
由 

P

-
ホ
バ
も
亦
た
汝
，を

.棄
て
、
王
た
ら
ざ
ら
し
め
給
：ふ

.
,。楚
れ
實
に
サ
ム
エ
：ぐ
が
サ
ク
ル
に 

云
べ

る

l
g
:
で
ぁ
る
。

(

線

#
耳
前

.書」

第

十

五

章

第

ニ

十

一

：
一
、
一
一
十
三

'
®
.
.
神
は

K
の
民
に
-
ジ
ブ 

ト
人
の
物
を
取
る
可
き

」

を
命
じ

(

返
埃
及

®

^
三
章
第
一
一
十
二
節
、
彼
れ
を
措
き
て
他
の
神
に

® 

胜
を
献
ぐ
る
蕃
を
殺
せ
と
命

f
る
flr
i
i第一|

十||

章
第
二
十

®

0
洵
に

「

，
ホ
バ
は
妬
み
、且
つ
仇 

を
報
：ゆ
る
神
、土
ホ
パ
は
仇
を
報
ゆ
る
者
、又
た
忿
怒
の
主
、

r

ホV

は
己
れ
に
逆
：ふ
者
に
仇
を
報 

ひ
、己
れ
に
敵
す
る
者
に
向
ひ
て
愤
恨
：を

„合
む
者
な

6
°T

ホV

は
怒
る
こ
ビ
の
遲
く
能
力
の 

大

:«
る
者
、又
た
罰
す
可
き
者

^
}ば
必

♦
救
す
こ

VJ

を
爲
ざ
る
，者
、H

ホ
バ
の
，道
は
旋
風
に
在
り
、
 

雲
は
其
の
足
の
塵
な
り
。

彼
れ
海
：を
指
し
示
し
て
之
れ
を
乾
か
し
、河
々
を
し
て
悉
く
涸
れ
し 

む
、ゴ
シ
ャ
シ
及
び
力

 ̂

>〃
の
艸
木
は
枯
れ
、レ

パ

ノ

ン
の
花
は
湖
む
。
彼
れ
の
前
に
は
山
 々

8»
ぎ

.嶺
々
溶
く
、彼
れ
:の
前
に

 

'は地
、噴
き

.上
&
、世

'界
.及
：び
其
の
中
に
住

0
者
：皆
な
吹
き
上
げ
ら 

る
;,
'
;
誰

か

其の
憤
恨
に
當
る
こ
と
を
得
ん

'0
誰
'
.か：興
の
燃
ゆ
る
忿
怒
に
*
ふ
る

こ

ビ
を
得

ん
。
 

其
'の
震

■怒
の
注
ぐ
こ
ど
火
の
如
し
、厳
も
之
れ
が

«
め
に
裂
く
。

」

ホV
;

は
善
な
る
者
に
し
て 

患
雛
：の
時
の
恶
害
な

6

0
彼
れ
は
己
れ
に
倚

>
賴
ー
む
者
を

«
ぐ
知
り

給
ふ
一
も
の
で
ぁ
る
。

(r

擊

.
;贫十
七

^

(

四
五〉

論

挪

分

^
全
^
1
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社
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丨
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i
I
s
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i
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第
十
七
卷(

四
六
V 

♦

^

.

^
約
全
讲

現̂
れ
^
社

會

砥

想.
:
:
.
.
亦
！魄

四

六

'翁
書

」

第
:
5
第一I

節
以

T)

，。：

四 

_

然
し
な
が
ら
生
活
は
觀
念
ょ

X

强
大
で
あ
つ
た
。
漂
浪
の
へ
ブ
グ
人
が
豊
饒
な
る
力

ナ 

ン
の
人
に
定
住
し
て
農

.業
を
以
て
其
の
社
會
の
基
礎
ビ
爲
し
、急
速
に
優
越
な
る
力
ナ
ン
文
明 

の
影
響
を
受

 

< る
に

.：至

&
た
る
時
、遊
牧
民
の
宗
敎

'生
活
は
農
業
生
活
の
：新

S

に

ft
し
て
不 

適
當
な
る
こ
ビ
を
示
し
だ

:0
，砂
漠
の
神
で
あ
る
？

一

ホ
バ
ば
墙
砌
、嗎
萄
園
及
び
橄
欖
樹
の
收
益 

を
增
大
す
る

乙

ビ
が
出
來
な
か
つ
た
。
力
ナ
ン
人

.の
神
は

パ

ァ
ル

B

p

^

_

c
td
&
で
あ
る
。
 

パ
ァ
ル
は
生
殖
及
び
生
章
力
の

.宗
敎
的
象
徴
で
あ
り
、之
，れ
に
對
す
る
女
：神

.Ashtosh 

(
I
s
f

 

Astartc)

は
容
受
性
を
表
す
。
彼
れ
は
牡
牛
に
乘
ん
、其
の

„

韻

萄

，
石
棚
の
：束

を

持

っ

:0
彼 

れ
は
日
の
神
と
し
て

‘禮
»
せ
ら
れ
、其
の
神
像
は
光
の
冠
を
戴
く
。
ァ
シ
ト

1

レ
ス
は
又
れ
月 

の
女
神
で
あ
り
、腹
令
新
月
の
象
徵
の
卞
に
表
出
せ
ら
れ
る
。
神
前
に
は
香
を
燒
き
、牡
牛
を
條 

牲
ビ
す
る
の
み
な
ら
す
、時

.：に
，样
人
身
御
供
が
捧
げ
ら
れ
、自
己
の
兒
韋
を
焚
き

V

燔
祭
ビ
す
る 

も
.の；す
ら
あ
る

i「

耶
利
米

.®
記」

第
十
九
章
第
五
鲅
。

_
の
饬
壇
は

_
 
く
崇
邱
及
び
屋
上
に
設

け 

ら
れ
る

◊(

前
揭
及
び
同
第
三
十
二
章
第
二
十
九
齒
神
は
多
く
小
林
に
：祭
ら
れ
、石
榴

ビ
0

が
之
れ
に
酞
げ
ら
れ
ん

:0

バ
ァ
ル
の
神
事
，に
供
せ
ら
れ
た
る
祟
邱
ビ
祭
壇
ビ
は
纏
が
て
喧
噪 

な
る
歡
樂
の
巷
と
化

し
、其
の
献
祭
は
豪
奢
な
る
酒
宴
と
化
し
、ア
シ
ト

I

レ
ス
の
聖
林
は
•劣
女 

の
密

"會
所

W

化
し
た

o
單
純
素
撲

：

な
る

-
ホ 

> 
は
次
第
に
ィ
ス
ラ
工
ル
の
子
孫
に
ょ
り
て
背 

き
去
ら
れ
ん

メ
す
る
。
彼
れ
等
は
或

a
は
彼
れ
に
被
ら
し
む
る
に
パ
ア
グ
の
性
質
を
以
て
し
、
 

或

CA
は
ノ
ア
ル
の
祭
祀
に
倣

a
て
チ
ホ
パ
の
刺
事
を
改
め
、或

a
は
又
た
全
然
古
き
神
を
棄
て 

>
新
し
き
神
に
移
つ
た
。

原
始
的
狀
態
の
崩
潰
と
變
化
ど
は
攻
守
雨

’様
の
目
的
を
以
て
：行
.は
れ
た
る
幾
多
の
戰
讚
に 

ょ
っ
て
助
勢
せ
ら
れ
れ

。

戰
爭
ビ
其
の
勝
敗
ど
は
西
紀
前

第
..

十
世
紀
に
於
て
農
業
民
族
の
間 

に
中
央
政
府
を
形
成
；

.し’克

く

外
敵
の
侵
擊
に
對
し
て
其
の
邊
境
を
防
激
し
其
の
利
益
を
保
護 

し

#
:可
.き
國
王
を
戴
か
ん
ビ
す
る
の
希
望
を
生
じ
た

0 

r

ィ
ス
ラ
工
ル
の

.地
の

.中
に
は

M
處
に 

も
鐡

H

な
か
り
き
。

®
は
ペ
リ
シ

「

テ
入
へ
'ブ
ぐ
の
劍
或
ひ
は
槍
を
作
る
こ
ビ
を
恐
れ
た
れ
ば 

在
i

o

ィ
ス
ラ
テ
ル
：入
、皆
な
其
の

*1
鋤
，
^
来
、即
ち
耜
、

■
、三
齒
、鍋
、斧
の
綴
に
缺
け
ぁ
り
て
之
れ 

を
锻
ひ
改

3
ん

とする

時
、又
た
は
韃
を
尖
ら
さ
ん
と
す
る
時
は
常
に
。へ

^
シ
，ス人
の
听

R
T

れ
；

(「

撒
母
耳
前
書

」

第
.十
三
萆
第
十
九

—

甘 

一
®

h

j記
れ
た
る
憐
れ
な
る
ィ
ス
ラ
エ
ル
人 

.

.

.笫十
七
卷

(

四七

)

諭
.

0

篇
全
弯

U
現れる社會思想.；：•

第
一
跋
四
七



m

四八
 天

下
の 

上
鞦
五

力
ナ
ン 

に
し
て

文\

の

':
笫
十
セ
猞(

四<
y
v
;

論

：
跳
鹆
約
金
捭
に
現
れ
る
社
會
姐
想 

第
ー
號 

は
今
や
典
の
四
方
，

「

の
"敵
を
破
.
&

て
自
己
を
安
泰
の
地
位
に
置

き
、敵

も

な
く

、
殃

も
な

き 

太

.平
を
諷
歌
す
る
こ
ビ
ゼ
得
，る

:̂
._至
.
0 

5

ゆ
耳
後
書

」

第
七
章
笊
一
節
、

「

列
王
紀
略 

:

章
：第

’四
節

)

。
金
鈒
の
進

.：貢
：ぱ

山

を

成

し

れ

0
-!
農
業
は
榮
：え
れ

:0
:ィ
ラ
エ
ル
の
说
は 

を
征
服
し
て
後
、隊
商
の
通
路

w

海
岸
の

I

部
：を領
有
ず
る
に
至
れ
る
が
爲
め
に
勤
勉 

航
海
に
慣
れ
た
る

.フ
ェ

■一一
 

シ
ア
人
觸
接
す
る

乙
€

ど
爲
つ
た

o

豐

K
な
る
ィ
ス
ラ 

國
土
は
克
く
隊
商
に
對
し
て
其

0
所
：耍を
供
給
す
る
こ
ぐ

J

が
出
來
れ
。
：彼
れ
等
は
一
方
に
於 

V

ェ
ジ
ブ

ト

の
地
に
發

：

達
せ
る

勞
働

.組
織
の
方
法
を
移
植
す
る
ビ
ミ
も
に
、他
方
に
は

X

業

的 

技

術

を

：フ
ェ
一
一
シ
ア
人
に
：俟
.，0

こ

.ビ
が
出
來

.た
，
生
產
ヵ
大
な
る
其
の

國
土
，V

し
商
業 

る
_
の
地
位
ビ
は
箸
じ
く
工
業

の

發

.達
を
阻

ft
し
た

::
0

エ
ジ
プ
ト
、力

,
デ
;:
'1
ア

及

び

フ
 

K

の
生
產
物
が
容
易
に
利
用
せ
ら
れ
得
る
所

:に」
在
ら

v
:'
は

^
ん
：ど
：自

國

の

エ

業

_を
發
達
せ
し 

む
る
の
要
を
見
な
か
つ
た
。
ィ
ス
ラ
エ

 

>ル
の

，
民.'は其
の
力
を

.羊
毛
、穀
物
、果
實
、油
及
び
*
#
酒 

等
.の
如
き
原
料
品
の
：生
產
へ
に
：用
ひ
、是
れ
：等
の

も
，の
を
輸
出
し
て
凡
ゆ
る
種
類
の
織
物
及
び
其 

.の
也
の
，製
造
：品
を
國
外
ょ

6
輸
入
ぜ
る
の

«
が
；ぁ
づ
た
。

--
ジ；；ロモ
ン
：が
幸
殿
を
建
設
せ
る
時

_ 

其

■の
所
要
の
材
料
と
挟
ェ

^
は
多
く
之
れ
ト
其
の

_
邦
に
依
賴
し
た
。
ソ
ロ
モ
ン
は
其
、の
頜

便
な

ニー:'
シ

|

[

丨:

I

i-；

丨

[
I

i

I.

i；i
!ぐ

I-

I ；

i ,

\\

ミ

[；

:

II

內
に
残
在
せ
る
：被
征
服
民
の
子
孫
に
對
し
て
奴
隸
の
徵
募
を
行
つ
た

0( 「

列
王
紀
略

」

第
九
章
第 

ニ
十
、ニ

'十

1

節)

:0
彼
れ
：は
レ

パ

ノ
ン
に
於
て
建
築

.資
料
を
得
る

.が
爲
め
に
使
用
せ
ら
る
可
き

」 

無

.數
の
勞
働
考
を
全
地
に
徵

.募

.し
：た
。
而
し
て
三
萬
の
、謂
ゆ
る
徴
募
人
は
コ
ー
ヶ
月
の
中
一
ヶ 

月
を

：

y 

X 
ノ
シ
の
有
切
場
に
於
て
强
制
勞
働
に
，服

>
可
き
も
の
で
あ
つ
た
、ソ

」

ロ 
•.モ
ン
は
斯
お 

渚
七
萵
入
、山
に
於
て
.右
を

®
る

者

.八
海
人
，

’
有
し
：てゐ
た
。
柯
ほ
其
の
外
に
工
事
の
長
た
る 

官

®
の
數
三
千
三
百
人
を
尊
し
た

0 (

同
第
五
章

.第
十
三
|
十
六

缍

。

«

征
狠
民
に
對
す
る
强 

■制
勞
，働
と
共
に
、ィ
ス
ラ
エ
ル
の
..民
に
對
す
る
食
料
の
徵
收
も
亦
た
彼
れ
等
に
對
す
る
堪
え
難 

き

負
擔
で
あ
つ
た
。
而

し
て

ソ
ロ

'
モ
■
ブ
の
子

y

ハ
ベ
ァ

ム，が
其

の
父
の
賦
課
せ

る

負
擔
を

0 

減
す
る
こ
ビ
を
斷
乎
ビ
し
て
拒
み
た
る

時
、
ィ
ス
ラ
エ

,
の
十
族
は
彼
れ

に
對
し
て

叛
逛
し

S 

.の
：：

で
：あ
る
0

同

第

十

二
章
，
第
十
四
節)

。'

」

V;

'ソ
：
.口

モ
ン
が
興
の
地
位
を
利
甩
し
て

‘自
己
の
.爲
め
に
貿
易
に
從
事

せ
る
こ

S
も
疑

a
な
き 

所
：で
あ

る
。

彼
れ
は

«
宜
の
地
點
に

.
2市
、場
を
設
げ
又
た
遠
洋
貿
易
を
行

0
た
。
'「

ソ
ロ，
モ
ン
 

王
エ
ド
ム
の
地

*]
:
海
の
濱
に

i於
て
工
ラ
テ
の

邊
な
る

^
ジ
ォ
ン
ダ
ベ
,
に
て
船
數
雙
を
造
れ 

ぅ

':
0
;.,ヒ
ラ
_ム
海
の
事
を
知
れ
る
べ
舟

.人

.な
：る
其

.の
«
を
ソ
ロ

モ
ン
の

僕

ビ

共

に
其
の
船
に
て
遺 

.第
十
七
餘

(

四
九)

論

耽

葸
約
全
逛
に
视
れ
*
社
倚
拟
想 

「

笫

ー

號

四
t



.第
十
七
怨(

き

V
.
;論.
'魏
窗
約
全
笆
現
れ
る
社
意
想
：：

:

:

:笫
_ー

號

3L
Q 

;せ
&
0
彼
れ
等
ォ
フ
ゲ
に
至
>、典
處
ょ
办
金
四
诨
ニ
十
タ
ラ
ン
ト
を
取
り
て
之
れ
を
ソ
ロ
モ 

ン
王
の
所
に
携
ち
來
る

J 。
(

同
第
九
章
第
二
十
六
丨
ニ
十
八
節

)

。
彼
れ
は
海
に
タ
火
シ
、

Q

船 

を
有
し
て
、ヒ
ラ
ム
の
船
：で
典
：に
在
ら
し
め
、タ

ダ

シ
、
の
船
を
し
て
三
年
に
一
度
び
金
銀
象
牙 

猿
猴
及
び
孔
雀
を
載
：

.せ
て
來
ら
^
め

た

。

(

同
第
一
章
第
二
十
二
節

)

。

王
は
ェ
ジ
ブ

ト

、ス
リ
ァ 

及
び
ぺ
テ
の
間

に

隹
大
な
る
通
商
を

行0

た
:0
ソ
ロ
モ
ン
は
其
の
行
政
の
一
部
ビ
し
て

商
企

' 

業
を
編
制
し
、價
格
を
制

®
し
て

11
大
な
る

'取
引
：を
行
り
れ
。/ソ
ロ
モ
ン
の
馬
を
獲
た
る
は
ふ 

ジ
ブ
ト

w

コ
ァ
ょ
り
な
ぅ

0

.即ち
王

.の
商
舞
コ
ァ
ょ
ぅ
價
値
を
以
て
取
れ
り
。

工
ジ
ブ
ト
ょ 

f
上

.ヶ
出
づ
る
戰
車
一
輛
は
銀
六
百
に
し
て
縣
は
西
五
十
な
り
き

Q
斯
く
の
如
く
へ
テ
入
の 

癖

べ

て

の
王
等
及
び
ス

y

ァ
の
王
：等
の
爲
め
に
邡
の
手
を

も

て
取
出
せ

b
o
j 

(

同
第
十
章
第
二

 

,
 

十

\
I 九
節

)

。W
.

 

Cunningham, 

A
n

 

Essay on the Western 

CiviHzation, in its economic 

aspects'

Andent Times, 

1902'
pp. 49-50, 

51 

•

)

'

第
九
及
び
第
八
世
紀
に
於
け
る
エ
ド
ム

ヒ

の：戰
爭
は
經
濟
上
の
戰
箏
で
ぁ
つ
た
。

工
サ

ク 

,の
子
孫
な
る

「

ィ
ス
ラ
エ
ル
の
兄
弟

-
ド
ム
人
は
：今
や

K
の
世
令
の
仇
敵
ビ
爲
つ
た
。
ォ
ス

\

よ
：
6
金
：を
輸
致

L
、印
度
ょ

>;
珍
奇
な
る
財
貨
を
齋
す
が
爲
め
に
は
ァ
力
パ
灣
頭
の
要
潘
工
ラ

ナ
を
怔
；服
.し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
つ

た
。
:

，
ゾ
-ャ
パ
テ(「

列

王.

紀
略
|:」

第

二
十
ニ
章
第

^

十
八 

節)

、ョ：

ラ

4
、

ア
マ

ジ
ャ
：
及
び
.ア
ザ
ジ
ア
は

a

ベ
て

ア
ヵ 
> 

灣

附
近
に
戰
つ
た
、如

し
て
ス

リ
ア
の 

王

レ
ゲ
ン
が
再
び
エ

一ス
ー
ダ
の
潘
を
占

領
し
た
る

時
、
ユ
ダ
ャ
人
を
此
處
ょ

6

逐

ひ
出
し
た
。

(「

列 

王
紀
略
下

」

第
十
六

*
第
，六
節

0
北

‘に
は「

海
邊
に
住
み
、舟
の
泊
る
海
邊
に
住
は

.ん、其
の
界
は
シ 

ド
ンd

及
ぶ

.可
し」

ど
'吿
ら
れ

た
る(「

創
世
記

第
四
十
九
章
第
十

三
節
5
 

•ブ
ル
ン

の
族
が
居
つ
た

( 

ィ
ス

ラ
キ

ル
は
農
業
に
.於
て
又
た

商
業

に
於

て
力

ナ
ン
、文
明
ビ
同
ー
の

高
さ
に

到
達
し
た
、斯 

ぐ
て
又
た
彼
れ
等
は

パ
アル

」

の
宗
敎
に
降
つ
て
，金
色
の
犢
の
前
に
踊
つ
た
。

(M. 

weer, 

Sodai

.斯
く
て
世
は
滔

令
ビ
し
て
、ハ

ァ
ル
の
禮
拜

に
趨

か
ん
ビ

し
つ
ゝ
あ
る
の

時
、砂
漠
の
漂
浪
民 

の
如
く
に

出
で

立
て
る
豫
言
若
等
は
失
は
れ
ん
と
す
：

る
神
の
爲
め
に

叫
ん
だ
。

彼
れ
等
は
比 

ホ：(

の
本
性
に
關
す
る
高
貴
な
る

.靡
念
に
導
か
れ
て
、時
人
の
日
常
生
活
に
是
れ
等
の
舰
念
を

. 

,實
施

_せ
ん
と
を
主
張
し
た
。

-彼
れ

.等
は
人

.民
の
行
爲
ヒ
現
實
の
狀
態

.ど
が
工
ホ

パ

の
名
に
ょ 

つ
て
表
示
せ
ら
る

V
模
範

‘觀
，念
の
包
有
す
る
所
ょ
り
も
遙

.か
に
降
れ
を
認
め
た
る
時
、彼

n

等 

:

は
熱
烈
に
嚴
冽
な
，る

.社
#
的
經

»
的
迦
想
を
宣

.言
し
、是
れ
等
理

.想
の
實
現
を
肌
害
す
る

5

.

.第
十
七
卷

-
^

 ̂

 ̂

.ノ 

第一

_ 

ラ



第
十
七
怨(

五
二 >

論

耽

;脔
約
全
密
に
現
れ
5
社
會
思
想
:
. 

第

ー

雛

3L
二
 

の
-も
の
を
峻
酷
に
否
議
し
た
。

:;
:
主
と
し
て
エ
：
リ
.ャ：及
び
エ
リ

V

ャ‘を
支
配
せ
る
も
の
は
猶
ほ 

純
乎
た
る
宗
敎
上
の
傅
統
的
感
一
情
で
あ
つ

/a
が、ァ
モ
ス
、ィ
ザ
ャ
及
び
文
レ
ミ
ャ
等
に
至
つ
て 

は
彼
れ
等
を
励
か
せ
な
宗

.敎
的
衝
動

w

共
に
興
，の

'提
示
せ
る
社
#
的
經
濟
的
模
範
舰
念
に
由 

つ
て
注
意
せ
ら
る
可
き
も
の
で
あ
る

o
多
數
の
人
民
は
深
き
悲
み
を
以
て
經
濟
的
發
達
の
跡 

を
眺
め

n

o

前
代
に
於
げ
る
自
：由
芪
の

«
き
誇
は
：失
は
れ
て
、大
多
數

.は
奴
隸
の
境
涯
に
陷

ク 

たデ

1往
古
の
父
權
的
同
胞
主
義
ば
：全
：

〜

其
の
跡
を
絕
つ
に
至
つ
：だ。

!,
贫
當
の
懸
隔
は
次
第
に 

大
ビ
爲
つ
て
行
く
。

一般

 

<
民
.は
痛
切
に
贫
富
の
嚙
^̂̂
が̂
永
く

 
ニ
個
の
相
興
れ
る
社
會
階
級 

を
一
柳
成
す
る
乙
ビ
な
き
社

#
組

'織
に
憚
憬
し

fs
o
古
の
族
宗
的
生
活
ご
,
舞
財
產
の
制
度
に 

復
歸
せ
ん
ビ
す
る
の
熱

I

彼
れ
等
の
心
胸
に
溢
れ
れ
。
:西
紀
前
第
九
世
軺
の
頃
ょ
り
し
七 

社
會
的
平
等
を
宣
傅
す
る
預
言
者
ば
日
每
：に

.彼
れ
等
の
前
に
現
れ
，

0」

>
あ

0
た
の
で
あ

る

:;
0 

所
有
階

.級
が
豐
輝
の
神
、享
樂
の
神
、利
得
の
神
た
る
パ
ァ

 

>
に
歸
依
し

0
:、
あ
る
間
に
、無」

產
の 

境
涯

R
陷
れ
る
階
級
は
一
般
に
猶
族
的

_1]
結
の
神

‘共
同
所
荷
の

*
?i
_
仁
愛

.の
0 VJ

看
做
さ 

れ
れ
る
立
亦

 

'パに
依

$
鎚
つ
作
。
失
は
れ
た
る
遊
收
時
代
ビ
種
族
的
社
會
組
織
と
は
黄
金
時 

^
し

^
無
產
階
級
の
服
に
映
：

^
れ
。
預
言
者

.は
是
れ

.等
無
産
階
級
の

‘陣
頭
；に
立
つ
て
率
底
に

i

;

：

|

|：

社
會
的
疋
義
を
要
求
し
、世
界
の
審
判
者
ビ
し
て
忠
ホ
ぺ
の
名
、を呼
ん
だ

0
無
産
階
級
は
其
の

. 

困
窮

R
臨
ん
で

？一

ホ
バ

i
其
の
預
言
者
と
に

«
濟
を
求
め

.た。

：『

預
言
者
の
，
妻の中なる

」 

1

人
の
婦
人
エ

リ

シ

ャ

^
呼

り

て

云
ひ

け

る

は
、汝
の
僕
な

.る
我
が
へ
夫
死
ね

t
 

.

汝
の
僕
の

^

ホX

を
畏
れ
し
こ
ビ

.は
汝
の
知
る
所
な
り
。

」

今
僙
主
來

.り
て
、我
が
ニ
，人
の
.子
を
取
ら
て
奴
僕 

W'

爲
さ
ん
ど
す
ミ

」

。二「

列
主
紀
略
下

」

第

..四

章

第

，
一

 ̂

r

入
.ブ

;-
の
預
言
者
が
絕
え
中

.高
調
し
つ
、
あ
つ
た
所
の

.も
の
は

「

正
義

」

で
あ
つ
た
。

IF
:義
に 

相
當

■す
る

.へ
ブ
ル
語

.は

I

f
で
ぁ
つ
て

|£
義
、秩
序
、法
律
、疋
道
、法

律

上

0:
猶
利
等
種
々
な
る 

意
義
に
使
用
せ
ら
れ
る

。(Emory s. Bogardus, A

 

H

f 

ry of social Tho§
ht”

 1022, p. 
5
2。
皮 

れ
等
，は

漸

#
社

會

的

倫

理

を

以

て

宗

敎

の

最

も

®
要
な
る
要
素
ど
し
て
承
離
せ
ざ
る
を
得
ざ
，

 

る
に
：至
つ
た
。

這
個
宗
敎
的

»
化

0.
過
程
が
或
る
程
度
ま
で
完
：成
せ
ら
れ
た
時

^
ホ
バ
は
隨 

族
的

"地
方
的
の
刺
た
る
：性
質
を
脫
し
て

：

一
般
的
な
る
正
義
の
神
と
爲
つ
た
。
斯

く

て
預
言
者 

等
は
へ
：

'ブ「

ル
遊
牧
民
の

®
始
的
な
る
社
會
的
偶
像
を
眞
理
ヒ
人
道
の
.普
遍
的
な
る
神
の
地
位 

に
高
め
ね
。

'
彼
れ
等
自
身
は
又
た
力
ナ
ン
：の
政
治
的
狀
態
.と
地
理
的
地
位
と
に
依
っ
て
國
民 

猶
指
導
者
か
ら
世
界
的
預
言

者
と
：爲

.つ
た

。
'
.力
ナ
ン
は
小
®
細

in
i
ど
エ
ジ
ブ
ト
と
の
間
の
橋

m
十
七
卷

(

五三)

論

:魏-

想約全畨

U
現
れ
る
社
會
思
想
，

.

.

m
l.號

芄

三



第
十
七
卷
ノ 

(

_丑
四〕

;:
論

說

舊

約

書

に

現

れ

る

、社

會

思

想

■

0

B

3t
四
 

頭
堡
を
形
成
し
、斯
く
て
：又た
當
：時に
在
つ
て

「

相
颉
颃
せ
る
ニ
大
世
界
的
帝
國
を
連
結
す
る
鏈 

環
で
あ
つ
れ

o 

.是
れ
が
爲
め
に
其

0
國
土
は
侵
；入
の
危
險
に
遭
遇
す
る
こ
ビ
多
く
、兩
帝
國
灼 

逐
の
土

.俵

S
爲
つ
た
の
で
あ
る
が
、而
も
斯
く
の
如
き
歷
史
的
®
衰
は
興
の
猶
太
の
住
民
の
知 

性
を
し
て
敏
活
な
ら
し
め
た

o
:

預
言

.者
等
は
其
の
服
を
互
に
顧
權
を
淨
ひ
つ
、
あ
る
大
帝
國 

の
：上
に
注
い
だ
。

彼
れ
，等
は

.：社
會
的
正
義
の
天

_

R
掛
け
て
人

w

物W

政
府
せ
.國
土

 W

の
價 

値
を
种
つ
た

P
ア
ッ
ス
ソ
ア
人
、

> 

ビ
口 

ニ
ア
人
、工
ジ
。フト
人
及
び
ぺ

V

シ

ャ
人
は
何
れ
も

H

 

亦
ィ
の
手
中
に
於
け
る
方
便
と
爲
り
、彼
れ
の
意
志
と
計
畫

ノ
レ
ば
世
界
に
侵
锨
し
れ
。
凡
ゆ
る 

現
世
的
勢
力
の
崩
潰
の
：中
に
莊
嚴
不
可
攻
な
る
精
神
的
世
界
的
帝
國
は
出
現
す
る
、

to
し
て
其 

の
中
心
を
占
む
る
も
‘の
は
ィ
ス
ラ
土

 

V

で
あ
る
。
預
言
者
は
ィ
ス
ラ
エ
ダ
及
び
ユ
ダ
を
製
ふ 

可
き
災
禍
と
彼
れ
等
の

1究
：竟
の
淨
化
並
び
に
：又
た

.人
類
の
放
釋

——
H

ホ
バ
が
ユ
ダ
ャ
人
を 

通
じ
て
普
く
全
人
類
の
上
に
弘
布
す

.可
き
靈
：魂

:0
勝
利

.疋
義
ヒ
公
平
；

w

寵
愛

V

憐
憫
ミ
'の
支 

配
に
由
つ
て
、弓
箭
は
折
ら
れ
、戰
淨
、乳

_
內
外
の
鬪
爭
ょ
り
放
釋
せ
ら
る

S

S
を
豫
言
す
る

« 

V

爲
つ

H
 

(「

何

西
！
：

書」

第

二

章

第

，十
八
、九
節
、
：

B
e
e
r
，

o
p
.

 

C

F
 

p
p
.

 

27
-2

9
0

。
/

アr

ス
は
烈
し
く
：特
殊
の
社
會
的
：特
權
を
非

_
し
、其
の
社
會
的
驕
慢
ビ
經
濟
的
不
正
ビ
を

詰
つ
て

‘富
裕
階
級
を
，威嚇
す
る
。
ア
.モ
ス
は
支
配
者
並
び
に
社
會
的
權
勢
の
地
位
に
在
る
一

切
の
人
命
に
課
す

るに

(

先
づ
第
ニ
；に：貧民
及
び
流
离
者
を
し
て
、摊
取
を
免
れ
し
む
る
の
義
務

を
：以

て
す
る
。

ア
モ
ス
：：は
嚴
し
ぐ「

公
道
；を
菌
藤
に
變
し
、疋
_

を

地

に

擲

つ」

總
ベ
て
の
者
を
攻

*
す
る
。
ッ(「

11
1»麽
士

」

書
第
五
章
第
七
：節

.
彼
れ
ば

「

«
し
き

^
を
踏
み
つ
け
、麥
の
贐
物
を
之
れ

よ

&
へ取」

^
茁̂
し

5
者
を
，虐
げ
、賄
胳
を
取
ぅ
、門
に
於
て
贫
し

§
者
を
推
し
枉

」

げ
、「

正
義
を
行
ふ
こ
ビ

を
：知
ら
ず
、虐
げ
取
り
し

'物
と
奪
；

^
た
る
物
ビ
を
其
の
宮
殿
に
檀
み
蓄
ふ

」

る
者
を
呪
ふ
。

(

同
第

H
章

弟

十

一

節

、
同

第

五

：
章

：第

：十

1
H節)

o
彼
れ
：等
は
：犧
牲
ど
祈
禱

‘

に
由
シ
て

H

ホX

の
耍
求

を
釋
し
：得

た

ぅ

ギ

信

f
る

。-'
然

も

彼

れ

の©

求
す
る
所
は
镄
牲
ビ
祈
禱
と
に
非
す

し

て
疋
義
：

と
公
道
と
で

‘
る
。

«
れ
は

"汝
等
の
節
筵
を
惡
み
、且

a
#

視
む
、又
た
汝
等
の
集
會
を

#
ば
じ
。

汝
等

.
‘我れ
に
燔
祭
又
た
は
素
祭
を
献
ぐ
る
ビ
も
我
れ
之
れ
を
受
け
鈉
れ
じ
、汝
等
の
肥
た
る
憤

の
感
謝
祭
は
我
れ
之
れ
を
顧
み

.じ
。

.汝，等
の
歌
の

0

を
我
が
前
に
絕
て
。
汝
等
の
琴
の

.音
は

.

我
れ

.之
れ
を
聽
か

：

じ
。

公
道
を
水
の
如
く
に

^
；義
を

ff
i
き
ざ
る
河
の
：如
く
に
流
れ
し
め
よ
。

ィ
ス
ラ
エ

K

の
家
ょ
、汝
等
は
四
十
年
，荒
野
に
居
り
し
間
、犧
牲
ビ
供
物
を
我
れ
に
献
げ
た

P

し 

第
十
七
猞

(

兎
其)

:
論
N

E
:
;
.
V 

第
一
唬
.

.

五
五



觀 印 观 ぬ . リ ン

'ビ

第
十
七
怨

S
六)

論
_
餽
刚
谘
約
全
f

k
れ

磊

簋

想

■

第
1
摅

袤

 

や
J
O (

同

第
二

十 

一
|
五
節

)

。
熱
烈
な
る
攻
骤
は
不

1£

を
行
ふ
私
人
、树
を
：小
な
ら
し
め
ボ
疋
の 

秤
を
使
用
す
る
商
人
、正
し

&
者
を
金
の
爲
め
に
賣
り
、贫
し
き
者
を
鞋

「

一
足
の
爲
め
に
賣

-CS 、

弱 

き
者
の
顔
に
地
の
羅
の
在
ら
ん
と
を
喘
ぎ
て
求

め
、̂

き

者
の
道
を
他
げ
、又
：た
質
'に
取
れ
る
衣 

服
を

一

切
の

®
の
傍
に
敷

,
て
其
の
上
に
偃
し
，罰
金
を
以
て
得

/2
る
酒
を
輿
满
の
家
に
飮
む

」 

激
の
上
に
も
及
ん
だ
。
筒
第
一
一
章
第
六

|
八
衡)

。
ァ
モ
ス
は

^
の

^
殿

に

住ひ
！：！；

ら

象

牙

の

牀
 

に
臥
し
、寢
臺
の
上
に
身
を
伸
し
，群
れ
の
中
よ
り
羔
羊
を
取
り
圈
の
中
よ

& 

•
«
牛
を
取

P

て
食 

ひ、琴
の
音
に
合
は
せ
て
唱
ひ
噪

ぎ

、

ダ
ビ
デ
の
如
く
に
樂
器
を
製
ぅ

出

し
、大
盃
を
も
て
酒
を
飲 

み、
最

も
貴

き

« ?
を
身
に
抹

b

H

セ
フ
の
艱
難
を

憂
へ

ざ
る」

«

を
非
難

す

る
。，

(
H

第

六
章

第
 ̂

I

六
®!)

叱

テ

コ

ァ

の

收

考

ァ

モ

ス
に

よ

つ

て
初
め
て
普
遍
的
な
る
神

-の
®
念
が
表
叨
せ
ら 

t
た
。
ァ
モ
ス
は

t

ふ
ホ
パ
を
以
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
子
孫
の
外
に
^
ほ
他
の
人
民
の
神
と
宣
言 

し
れ
。

『

エ
ホ
バ
言
ひ
賜
ふ
、イ
ス
ラ
エ
ル
の
子
孫
よ
、我
れ
は
：汝
等
を
視
る

£'
土
テ
ォ

ビ

ァ
人
を 

視
る
が
如
く
す
る
に
非
す
や
。
我
れ
は
イ
ス
ラ
エ
，
を
エ
ジ
ブ
ト
の

.國
：より
、。へリ
シ

 
一\人
を 

方
フ

十

ル
よ
.̂
、ス

リ

ァ

人

を
キ

ル
よ

&
導
き
來

り
し
に
非
ず

や」
云
：々

V
。
(

In
i

.

第

九
章

第

七

節)

.

イ
ス
ラ

工
ル

の
王
國
に
は
旣
に
誠
實
な
く
、愛
情
な
く
、舯
を
知
る
こ
ビ
な
く
、唯
だ
訊
ひ
摘
り



^

價

で

、
^

タ

J>
ル

，の

#?

_新

な

冬

|1
|
~外
猶

，は

a
'
.
K
..
.、

弊 ,

T
T

を:

通
-

り
-

:■
,
•
. 

.

.. ..
 .

.

-'.C 

.

.

.、
-
.
-
.
い

律

洋

.
ぃ 

| 

.

,

艰
話
高

悔
：：

-

n

:

H

R

i

?

:
r f
v

.

:

•

-

.

*

 
.'
.V
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:-
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1

■,
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_

_

_

_

_

V

 

I

 

r 

丨

，

_

_

_

 

V,
 
I

:

職

店

今
迄
猶
陳
用

0
教
科
寄
類

，
'

>
 

，ノ
 

,
 

'
 

>

 

_

’

、

‘

で

御

不

用

の

も

の

は

假

の

下

ら

‘
ぬ

■ 

-

 
. 

'

 

-
.■»■

■:-
-
•

 

> ゾ.
'
.
、
.

.;

•

〈. --J-: 

-!<
- 

- 
.
. 

:.■、，...し、
■
■
/-
-

-

-

-

-

-

-
.... 

'
-
-

r-

.:. 
■ 

. 

>•*.>

*■
'
. 

,
■-
 
r - 

. 
i 

■

今
• ©

时

，
•一

 

日
: %

早

ぐ

御

一

鼹

が

-

‘

.，、

'

 

,

i
t 

" 

>

、•ぐ

ノ

" 

* 

' 

〜

：

.

t 

I
k 

< 

, 

»

,

:

,

/、

VI
下
さ

”

ま

<

佩
萊
齋
ニ
；木
で
>

」

あ

ら

人

で

も
、

i 

-
 

t

I
' 

，
御

慨

ひ

致

，し

ま

す
.

1 
. 

:

ノ 

f 

\
t 
 ̂

, 

V
 

い

.

.

. 

. 

- 

:
-.
'

.

.

.

H 
田
，ff
i
正
、C

 

f

,

_

堂

書

，S
K
f
.

Ih

r
f
r
a.
r
y
>
l
r
t
.
i
t
t

->
:
l
*
J
W
-
‘
s
r
.

灰
-

a-,1? f-t-rr-

■、

ゾ

〜
•TKH 

す rr..-- W-V1
IT- 

.
-
-
*
-
!
. 

-

范
話
高
輪
：ー
1

三

六

八

游j

, 

一

.I

押
g
<5.
-
^
*
*
l
;
A
?

l«
、-
-
v
^
^
.
r

-l
r
於
-

t
~
*
.
*
.
.
»
.
.
>
p
.
t
r
.
;
i
l
v
y
J
V
-
^
k
-
-
,
L
.
r
k
>
.
r

-.
,
.
c
-
l
^

人
を
殺
し
、物
を
盜
み
、咨
涩
を
事
と
し
て

2
に
和
製
ひ
、血
は
血
に
次
ぎ
て
流
る
、
が
故
に
、ェ
ホ 

バ
は
此
の
地
に
住
め
る
者
と

^
ふ
に
歪
つ
た
。

( 「

讷
西
呵
書

J

第
：四
章
第

;
ニ節

)

。イスラ工ル 

は
其
の
常
を

§§
る
に

3>
つ
た
。
商
人
は
其
の
手
に

m
詐
の
權
衡
を
持
ち
、»
ん
で
取
き
収
る
こ 

ビ
を
爲
し
た
。

「

而
し
て
エ
フ
イ
ム
は
言
ふ
、誠
に
我
れ
は

^
め
る
者
ビ
爲
：れ：\
我
れ
は
身
に
財 

資
を
得
た
り
、總
ベ
て
我
が
勞
し
た
る
こ
ど
の
中
に
罪
を
得
可
き
不
義
を
看
出
す
者
な
か
る
可 

し
を
。

(

同

第

十

一

一

章®
七
、八
節

0
彼
れ
等
は

0

を
耕
し
不

_
を
き
：
6
收
め
、虛
：僞
の
果
を
食
つ 

た
。(

同
第
十
章
第
十
節

)

。
神
の
彼
れ
等
に
對
す
る
言

'葉
は
悲
し
か
ら
：た
。
神
は
イ
ス
ラ
ェ

, 

の
幼
か
り
し
時
之
れ
を
愛
し
た
。
彼
れ
は
お
の
子
等
を
チ
ジ
ブ

'ト
：か

'ら
呼
び
出
し
れ
。
彼
れ 

等
は
呼
ば
る
、
に
隨
ひ
て
、愈
々
其
の
呼
ぶ
者
に
遠
ざ
か
レ
、且
つ
諸
々
の

\

ァA

に
鱗
牲
を
献 

げ、雕

§
た
る
偶
像
に
香
を
焚
い
た
。

(

同
第
十
一
章

！

g 

一
-
一節)

。，

牛
は
其
の
主
を
知
り
、驢
馬
は
其
の
主
人
の
扉
を
知

る
o 

6

P

れ
ど

「

ィ:

ス
ラ

;;
千

y
は
識
ら
ず
、我
 

が
民
は
覺
ら
す

」

。『

以
雜
亜
書

」

第 

一
0

0

三
赞
，
社
會
的
：罪：惡

(

に：對
す
る
聖
戰
は
ァ
|モ
ヮ
の
子 

イ
ザ
ャ
に
ょ
つ
て
繼
續
せ
ら
れ
た

U
イザャは曩きにァモスがイスラテルの王國に於 

て
非
難
の
轔
を
上
げ
穴
る
に
等
し
き
不

IE
不
義
を
ユ
ダ
の

ZE
國
に
於

.て
看
出
し
た
。

「

か
等
の 

笫
十
七
卷

(

玉
七)

論
訛
落
約
全
视

I:
現れる社#思想

 

：
 

第一雛

 

五七

'



I

I

1

1

I

第
十
b
盤

r

瓦
八〕

論
‘
跳
，

全
#
It
.現
れ
る
社
會
思
想.

灵

齡
#
は
叛
き
て
盗
人
の

#
侶w

爲

K
各
令

W
胳
を
喜
び

«<
財
を
追
ひ
求
め
、孤
子
に
公
年
を 

は
ず
、藤
婦
の
，

彼
れ
等
；の
前
に
出
づ
る
こ
艺
能
は
ず

。

j 

(

同
第
一
章
第
二
十
三
節

r

文ホ 

は

M
の
民
の
提
老
ど
諸
君
主
ヒ
を
裁
き
て
言
は
：ん、

「

汝
等
は
萄
萄
園
を
喰

a
荒
せ
り
。
貧
し 

者
よ

b
掠
め
取
，
た
る
物
は
汝
罾
の
家
に
在

4
。
如
何
な
れ
ば
汝
等
我
が
玫
を
蹂
躪
り
、贫 

き

.者
の
面
を

«"
彡
碎
く
や

」

ビ。

(
同
第
三
章
第
十
四
、五

1
。
貧
民
、霖
婦
及
び
孤
兒
は
抑
壓
せ 

れ

强

搾

せ

ら

れ

、小
農
：民
：.ば
。其
の
所

'消
地
を
剝
奪
せ
ら
れ
て
、大
財
產
は
形
成
せ
ら
れ
る
。

「

禍 

な
る
か
な
、彼
れ
等
は
家
に
家
を
建
て
連
ね
、田
画
に
田
圃
を
增
し
加
へ
て
、餘
地
を
剩
さ
す
、已
れ 

獨
り
國
の
中
に
住
ん

.ビ
す

j

ノ
：(

第
五
章
第
八
節

)

。
ィ
ザ
ヤ
は

.烈」

く r

不
義
の
.搲
て
を
定

め
、
—
 

虐
の
霄
葉
を
錄
す
者

/乏
：し
き
者
の
訴

®
を
受
け
す
，贫
し

&
者
の
權
利
を
剝
奪
し
、寡
婦
の
資
産 

を
奪

a
、孤
兒

.の
所
有
を
掠
む
：

る
':
も
の
を
亂
斷
す
る

…

神
は
總
べ
て
昂

ぶ

る

者
を
低
下
し
、麟
る 

者
を

^
し
*唯
だ
自
己
の
み
を
高
：く
揭
げ
ん
ど

t:
る

。..(
同
第

ニ

章
第
十
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節
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M

の
支
配
は
却 

ち
正
義
の
支
配
で
あ
る
，。

:'
扉
の
審
刺
：の：下
る
時
、謙
讓
な
る
者
は
ラ
ホ

V

に
よ
ぅ
て
其
の
歡
喜 

を

增

；
し

、
贫

困

な
る
蕃

は
ィ

ス
ラ
土

ル
の
.聖
者
に
よ
む
て
快
樂
を
受
く
る

:;
0

暴
戾
な
る
者
は

0 

せ、那
此
の
機
を
窺
ふ
者
は
悉
ぐ
滅
せ
ら
れ
る
。
萬
軍
：の
主
〒
ホ
バ
は
公
平
に
よ
つ
て
崇
め
ら 

れ、聖
な
る
神
は
正
義
に
よ
つ

V
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聖
と
せ
ら
れ
る
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篇
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又
ャ
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於
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る
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會
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中
ょ

b
興
最
後
の
章
を
抜
け
る
も
の
に 

し
て
>
共
產
主
義
的
思
想
を
原
始
縣
營
敎
.の
中
に
指
摘 

ぜ
る
點
に
興
味
を
覺
え
た
る
が
翁
め
'«
^
。
饅
者

0
中 

に
觅
に
詳
細
な
る
研
究
を
企
つ
る
者
出
で
ん
な
ら
ば
> 

.余
輩
が
ベ::
ユ
ャ
に
對
し
拙
_
を
以
て
其
金
玉
0
文
を
汚 

し
た
る
罪
は
蓋
し
償
は
れ
て
大
に
餘
る
所
あ
ら
ん
也
。)

:
I
、

ギ
リ
ス
ト
前
0
パ
レ
ス
夕
4
>

基
督
紀
元
に
先
立
つ
ニ
世
紀i

に
於
て
猶
太
人
の
！政 

:治
的
及
び
道
德
的
狀
態
は
®
め

て

*

劇

的

ゼ

な

つ

た

。

,

ビ
ロ
ン
追
放
ょ
り
歸
つ
て
後
、
猶
太
人
は
一
個
の
宗 

敎
的
社
會
を
形
成
し
た
。
其
政
治
は
神
政
的
で
め
つ
た 

が
、
併
し
パ
レ

ヴ
タ
ィ
ン
は
政
治
的
に
は
初
め
は
。へ
ル 

シ
ャ
帝
國
の
卞
に
、
次
紀
は
マ
セ
ド
ニ
ャ
帝
國
の
下
に 

重
要
な
ら
ざ
る
一
地
方
を
形
く
つ
て
居
つ
た
の
で
あ
つ 

て
、

マ
セ
ド
テ
ア
の
滅
亡
後
は
页
に
シ
リ
ア
の
一
部
ど 

ゆ
り
、:'
;猶
太
人
を
漸
次
に
希
臘
化
せ
る
セ
ル
キ
デ
ィ
ア 

人
の
治
下
に
在
つ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
其
後
ア
ン
タ 

ィ
オ
チ
ユ
ス
、
ユ
ビ
フ
ア
ネ
ス
が
强
い
て
工
ホ
パ

f l

崇

，拜
を
稂
絕
せ
し
め
ん
C
し
て
多
數
の

^
敎
者
を
出
す
に 

;茧
る
や
、
此
國
の
敬
虔
な
る
住
民
は
乙
れ
に
背
叛
し
て 

立
ち
>
シ
リ
ア
の
攻
擊
軍
を
破
り
て
終
に
ユ

ダ
ス
フ
マ
ッ 

力
ベ
ヱ
ス
の
下
に
政
治
的
獨
立
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る 

が
、

此
數
年
間
に
於
け
る
非
常
な
る
屈
辱
^
不
可
思
議 

な
る
救
濟
€
は
又
た
非
常
に
猶
太
敎
に
對
す
る
信
仰
を 

强
く
し
^
の
，で
あ
つ
て
、
帝
國
主
義
者
の
世
界
王
_

の 

破
滅
ビ
猶
太
人
の
支
、配
の
下
に
神
の
玉
國
出
現
す
可
し
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